
後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ
■保険証（被保険者証）の一斉更新について■

　現在ご使用の保険証の有効期限は平成27年７月31日です。

　※８月以降は使用できません。
　７月中に新しい保険証の更新手続きを行います。

　※更新手続きには、印鑑と現在お持ちの保険証が必要です。
　更新日時は、７月13日（月）からを予定しております。詳細は、
　告知端末機でお知らせいたします。

　現在ご使用の減額認定証の有効期限は平成27年７月31日です。

　※８月以降は使用できません。有効期間は保険証と同じく１年

間です。

　引き続き交付対象に該当する方は、７月中に保険証とともに減

額認定証を交付しますので、８月１日以降は、ピンク色の減額認

定証をご使用ください。

　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確

認のうえ、役場町民課生活環境グループへ申請してください。

　被保険者の皆様に健康や医療に対する理解を深めていただくために、医療費を半年ごとにまとめ、

発行を希望する方に医療費通知を送付しています。

　なお、次回の発行は、９月（平成２７年１月～６月の医療費を対象）に行います。

　新たに発行をご希望の方は、お手数ですが、北海道後期高齢者医療広域連合または役場町民

課生活環境グループへご連絡ください（電話でのご連絡だけで手続きできます）。

○新しい保険証の有効期限は、平成28年７月31日までです。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、役場町民課生活環境グルー

プまでお申し出ください。

新しい
保険証は

オレンジ色です

新しい
減額認定証は
ピンク色です

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅱまたは区分Ⅰに該当する方

区　分　Ⅱ ・世帯全員が住民税非課税である方

世帯全員が住民税非課税である方のうち、
次のいずれかに該当する方

・世帯全員の所得が０円の方
（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下の方）

・老齢福祉年金を受給されている方

区　分　Ⅰ

◆保険証が新しくなります

◆減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります

◆医療費通知の発行を希望される方へ

●新たに発行をご希望の方はご連絡ください

○すでに「発行希望」のご連絡をいただいている方には、継続して発行しますので、再度のご連絡は必要あ

りません。

○この通知を受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はありません。

※この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。

問 い 合 わ せ 先

〒060-0062 札幌市中央区南２条西１４丁目国保会館６階
電話　011-290-5601 

北海道後期高齢者医療広域連合
電　　　話　５－１１１５
告知端末機　５－８８１５

町民課生活環境グループ

表４　一般会計からの繰入金
一般会計繰入金
法定内繰入金
法定外繰入金

計

２５年度決算 ２６年度決算見込 ２７年度予算
２３，２１３千円

０千円
２３，２１３千円

２２，１３７千円
５，０００千円
２７，１３７千円

２２，５９３千円
１，２７１千円
２３，８６４千円

表６　軽減判定基準の比較表
軽減区分
７割軽減
５割軽減
２割軽減

改　　正　　前 改　　正　　後
世帯の所得が33万円
33万円＋（24.5万円×被保険者数）
33万円＋（45万円×被保険者数）

世帯の所得が33万円　【改正なし】
33万円＋（26万円×被保険者数）
33万円＋（47万円×被保険者数）

※法定内繰入金とは、保険税の軽減分や出産育児一時金、職員給与費などを支援するための繰入金のこと。
※法定外繰入金とは、歳出に対する歳入の財源不足を補うこと（赤字補てん）を目的とした繰入金のこと。

表５　幌延町国民健康保険税率など比較表

区分 所得割
（％）
5.80

1.80

1.00

8.60

資産割
（％）

所得割・資産割・均等割・平等割は改正なし

所得割・資産割・均等割・平等割は改正なし

所得割・資産割・均等割・平等割は改正なし

所得割・資産割・均等割・平等割は改正なし

39.30

9.50

6.90

55.70

均等割
（円）
26,000

6,000

7,000

39,000

平等割
（円）
28,000

6,000

6,000

40,000

賦　課
限度額
51万円
52万円
16万円
17万円
14万円
16万円
81万円
85万円

法　定
限度額

52万円

17万円

16万円

85万円

※所得割とは、総所得金額から33万円を控除（基礎控除）した額に率を乗じて得た額、資産割とは、固定資産税額（償却資産
分除く）に率を乗じて得た額、均等割とは、加入世帯の人数に応じて課される額、平等割とは、加入する1世帯当たりに課され
る額です。保険税額は以上を合算して算出しますが、その合算額が賦課限度額を超える場合には、賦課限度額となります

図１　平成27年度幌延町国民健康保険特別会計予算

歳入総額
287,960
千円

歳出総額
287,960
千円

国民健康保険税
73,994千円　25.7%

国・道支出金
61,039千円　21.2%

療養給付費交付金
5,098千円　1.8%

前期高齢者交付金
56,410千円　19.6%

共同事業交付金
66,449千円　23.1%

一般会計繰入金
22,593千円 7.8%

一般会計繰入金（法定外）
1,271千円　0.4%

その他歳入
1,106千円　0.4%

保険給付費
150,641千円　52.3%

後期高齢者支援金
31,699千円　11.0%

介護納付金
15,342千円　5.3%

共同事業拠出金
75,190千円　26.1%

保健事業費
2,643千円　0.9%

その他歳出
12,435千円　4.3%

　平成２７年度の国保税率などは、表５のとおりです。本年度は、保険税率（所得割・資産割・均等割・平等割）
を据え置きますが、賦課限度額や２割・５割の軽減判定所得基準については、国の改正内容と同様に改正い
たします。（表５・６参照）
　加入者の皆さまには、幌延町国民健康保険事業運営へのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

医 療 給 付
費 分

改 正 前
改 正 後
改 正 前
改 正 後
改 正 前
改 正 後
改 正 前
改 正 後

後 期 高 齢 者
支 援 金 等 分
介 護 納 付
金 分

合 計

問い合わせ先 　町民課生活環境グループ保険担当（電話５－１１１５）・（告知端末機５－８８１５）
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